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中部地方整備局管内の下水道整備が着実に推進！
～下水道処理人口普及率６６．２％上昇も全国平均下回る～

岐阜県・静岡県・愛知県・三重県の着実な下水道整備により、中部地方整備局管内の
平成２３年度末下水道処理人口普及率が向上しました。しかし、依然として全国平均
より１０ポイント近く下回っています。

◆下水道処理区域内人口：９８８万人（前年比１４万人増）
◆下水道処理人口普及率：６６．２％（前年比１．０％増）

中部地方整備局管内の下水道処理人口普及率

【参考】中部地方整備局管内の汚水処理人口普及率

【用語の定義】
・下水道処理人口普及率：行政人口に対する下水道を利用できる人口の割合
・汚水処理人口普及率：行政人口に対する下水道、農業集落排水施設等、合併浄化

槽、コミュニティ・プラントを利用できる人口の割合

※1 Ｈ２３年度末における下水道処理人口普及率及び汚水処理人口普及率の全国値は、
東日本大震災の影響で調査不能であった岩手県、福島県の２県を除いた値。

※2 Ｈ２２年度末における下水道処理人口普及率及び汚水処理人口普及率の全国値は、
東日本大震災の影響で調査不能であった岩手県、宮城県、福島県の３県を除いた値。

＊解禁指定：なし

＊配 布 先：中部地方整備局記者クラブ

＊添付資料：中部地方整備局管内の下水道整備状況（平成２３年度末）

＊そ の 他：全国の状況については、国土交通省本省が同時発表しております。
（国土交通省本省ホームページアドレス：http://www.mlit.go.jp/）

問い合わせ先
国土交通省中部地方整備局 建政部 都市整備課

電話：０５２－９５３－８５７３
課 長 福田 光祐
課長補佐 小池 仁
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●下水道処理人口普及率の推移

◆下水道処理人口普及率の算定方法

◆汚水処理人口普及率の算定方法

下水道処理人口普及率 ＝ ×１００
下水道処理区域内人口※１

行政人口※２

汚水処理区施設※３整備区域内人口

行政人口※２
下水道処理人口普及率 ＝ ×１００

※１ 下水道処理区域内人口 ： 下水道への接続が可能な区域における人口
※２ 行政人口 ： 総務省発表の住民基本台帳人口
※３ 汚水処理施設 ： 下水道、農業集落排水施設等、合併浄化槽、コミュニティ ・プラント
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下水道処理人口普及率の推移

汚水処理施設整備の割合
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●管内４県３政令市の整備状況
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（静岡市・浜松市を含む） （名古屋市を含む）

※1 H23年度末における下水道処理人口普及率の全国値は、東日本大震災の影

響で調査不能であった岩手県、福島県の２県を除いた値
※2 H22年度末における下水道処理人口普及率の全国値は、東日本大震災の影

響で調査不能であった岩手県、宮城県、福島県の３県を除いた値
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下水道処理人口普及率（％）

66%普及率

中部地方整備局管内で下水道を使用できる人口 ９８８万人

●各市町村の下水道処理人口普及率
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※平成２３年度末時点

岐阜県

三重県

愛知県 静岡県
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